
内
閣
衆
質
一
六
一
第
五
三
号

平
成
十
六
年
十
二
月
七
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
首
藤
信
彦
君
提
出
精
神
障
害
者
福
祉
施
策
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
六
年
十
二
月
七
日
受
領

答

弁

第

五

三

号



衆
議
院
議
員
首
藤
信
彦
君
提
出
精
神
障
害
者
福
祉
施
策
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
は
、
本
年
十
月
に
試
案
と
し
て
提
示
し
た
「
今
後
の
障
害
保
健
福
祉
施
策
に
つ
い
て
（
改
革
の
グ
ラ
ン
ド
デ

ザ
イ
ン
案
）
」
（
以
下
「
改
革
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
案
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
障
害
者
の
ニ
ー
ズ
と
適
性
に
応
じ
た

自
立
支
援
を
行
う
観
点
か
ら
、
精
神
障
害
者
通
所
授
産
施
設
及
び
精
神
障
害
者
小
規
模
作
業
所
を
含
め
、
現
行
の
障
害
保
健

福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
施
設
及
び
事
業
の
体
系
を
そ
の
機
能
に
応
じ
て
再
編
す
る
こ
と
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
が
地
域
の

ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
障
害
保
健
福
祉
に
係
る
計
画
を
策
定
し
、
障
害
保
健
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
体
制
の
整
備
を
行
う
こ
と
、

障
害
者
自
ら
が
そ
の
意
欲
と
能
力
に
応
じ
て
職
業
生
活
を
設
計
し
選
択
で
き
る
よ
う
、
雇
用
、
福
祉
等
の
関
係
機
関
か
ら
な

る
総
合
的
な
相
談
支
援
体
制
を
確
立
す
る
こ
と
等
を
提
案
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
と
も
障
害
者
の
就
労
支
援
に
向
け
た

取
組
を
積
極
的
に
進
め
て
ま
い
り
た
い
。

二
に
つ
い
て

地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
精
神
障
害
者
授
産
施
設
等
に
お
い
て
製
造
さ
れ
た
製
品
の
購
入
に
つ
い
て
は
、
地
方
自
治
法
施

行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
十
六
年
十
一
月
八
日
政
令
第
三
百
四
十
四
号
）
に
よ
り
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和

一



二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
二
の
規
定
を
改
正
し
、
地
方
公
共
団
体
が
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る

場
合
と
し
て
精
神
障
害
者
授
産
施
設
等
か
ら
物
品
を
買
い
入
れ
る
契
約
を
す
る
場
合
を
追
加
し
た
ほ
か
、
「
地
方
自
治
法
施

行
令
等
の
改
正
に
伴
う
留
意
事
項
に
つ
い
て
」
（
平
成
十
六
年
十
一
月
十
一
日
付
け
障
発
第
一
一
一
一
〇
〇
一
号
厚
生
労
働

省
社
会
・
援
護
局
障
害
保
健
福
祉
部
障
害
福
祉
課
長
通
知
・
精
発
第
一
一
一
一
〇
〇
一
号
同
部
精
神
保
健
福
祉
課
長
通
知
）

に
よ
り
、
都
道
府
県
に
対
し
精
神
障
害
者
授
産
施
設
等
に
お
い
て
製
造
さ
れ
た
製
品
の
優
先
的
な
発
注
等
を
要
請
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
と
も
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
精
神
障
害
者
授
産
施
設
等
へ
の
支
援
体
制
の
強
化
に
取
り
組
ん
で
ま

い
り
た
い
。

三
に
つ
い
て

改
革
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
案
に
お
い
て
は
、
今
後
、
障
害
者
へ
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
効
果
的
か
つ
効
率
的
な
提
供
を
実

現
す
る
た
め
、
障
害
種
別
を
問
わ
ず
、
市
町
村
が
一
元
的
に
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
事
務
の
実
施
主
体
と
な
り
、

地
域
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
計
画
的
に
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
行
う
こ
と
と
と
も
に
、
そ
の
一
環
と
し
て
、
精
神
障
害
者
社

会
復
帰
施
設
に
つ
い
て
も
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
事
務
の
実
施
主
体
を
都
道
府
県
か
ら
市
町
村
に
移
行
す
る
こ

と
を
提
案
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
引
き
続
き
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

二



四
に
つ
い
て

一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
改
革
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
案
に
お
い
て
は
、
現
行
の
障
害
保
健
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
係

る
施
設
及
び
事
業
の
体
系
を
そ
の
機
能
に
応
じ
て
再
編
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
が
、
施
設
及
び
事
業
の
具
体
的
な
名
称

に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
趣
旨
も
踏
ま
え
つ
つ
、
関
係
者
の
意
見
を
聴
き
な
が
ら
引
き
続
き
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

三


